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　本書は、２０２５年１２月現在施行されている法令等（２０２６年４月１日までの施

行が明らかなものを含む）に基づいて執筆されています。法改正情報については、�

『法律改正点レジュメ』を２０２６年９月中旬より、ＴＡＣ出版ウェブページ「ＴＡ

Ｃ出版オンラインストア」内で無料公開いたします（パスワードの入力が必要で

す）。

【『法律改正点レジュメ』ご確認方法】

・�ＴＡＣ出版 で検索し、ＴＡＣ出版ウェブページ「ＴＡＣ出版オンラインストア」

へアクセス！

・�「書籍連動ＤＬサービス」を選択し、「マンション管理士・管理業務主任者　法律

改正点レジュメ」に進み、パスワードを入力してください。

　　パスワード：

　　公開期限：２０２６年度管理業務主任者本試験終了まで

簡単アクセスはこちらから →



　「マンション管理士」は、マンションにかかわる専門的知識をもって、管理組合の運

営や建物の構造上の技術的問題等、マンションの管理に関して、管理組合の管理者等ま

たはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言・指導・援助を行うことを業務とし

ます。

　これに対し、「管理業務主任者」は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説

明から、受託した管理業務の処理状況のチェックやその報告まで、マンション管理のマ

ネジメント業務を担うものです。マンション管理業者は、事務所ごとに３０組合につき

１名以上の専任の管理業務主任者を設置するという義務づけがされています。

　つまり、「マンション管理士」は管理組合側において、「管理業務主任者」は管理業者

側において、それぞれ管理の適正化を図るという立場上の違いがあり、本試験実施機関

も別々になりますが、マンション管理運営というしくみの中では、共通して使う知識が

たくさんあります。実際、両資格の本試験出題内容は、ほとんど重なっています。

　そこで、ＴＡＣ刊の本シリーズは、両資格の本試験出題内容とされる共通分野を中心

として、合格に必要な知識を要領よくまとめています。

　本シリーズを“知識のベース”として、ぜひ合格を勝ち取られ、多くの方々がマンシ

ョン管理運営においてご活躍されることを願ってやみません。

２０２６年１月

� ＴＡＣマンション管理士・管理業務主任者講座
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q マンション管理士になるには

　令和７年度の第２５回マンション管理士試験は、受験申込者数が１３,０９８人（昨年は１３,

１２４人)、受験者数が１０,９８４人（受験率８３.９％）であり、この受験者数は、昨年より若干

増えました。区分所有法に関しては細かい判例問題はなく、民法に関しても難解な問題はあ

りませんでした。標準管理規約に関しては条文中心の基本問題、設備に関しては新規論点が

まじっていましたが、正解を出しやすかったと思われます。管理適正化法に関しては近年の

改正論点の出題が目立ちました。また、問題形式では、組合せ問題が３問、個数問題が１問

となりました。いかに基本知識を落とさず、１点でも多く得点につなげられたかが合否のカ

ギを握るものと思われます。合格点は４２点となりました。

　マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合
格し、マンション管理士として登録することが必要です。

１．マンション管理士試験の内容

試験項目 試験内容 本書での呼称
（１）マンションの管理に

関する法令および実
務に関すること

民法（取引・契約等マンション管理に
関するもの）、区分所有法、被災区分所
有法、マンション再生等円滑化法

民法・区分所有
法等

マンション
の管理に関
するその他
の法律など

不動産登記法、借地借家
法

管理委託契約
書・規約・会�
計・その他関連
知識

都市計画法、建築基準法、
水道法、消防法、防犯指
針

マンションの維
持・保全等

（２）管理組合の運営の円
滑化に関すること

民法、区分所有法 民法・区分所有法等
標準管理規約単棟・団地・複合用途型、
管理組合の会計（仕訳・貸借対照表）

管理委託契約書・
規約・会計・その
他関連知識

（３） マンションの建物およ
び附属施設の形質およ
び構造に関すること

維持保全、建築基準法 マンションの維
持・保全等

（４）マンションの管理の
適正化の推進に関す
る法律に関すること

管理適正化法、基本方針（別紙二を含む）マンション管理
適正化法

２．試験実施時期 a 令和７年度は１１月３０日（日）
３．受験料 a ９,４００円（令和７年度）
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w 管理業務主任者になるには

　令和７年度の第２５回管理業務主任者試験は、受験申込者数が１７,４１０人（昨年は１７,７７５

人)、受験者数が１４,４３５人（受験率８２.９％）であり、この受験者数は、昨年より４１５人減

少しました。問題全体を通し長文問題はそれ程多くありませんでしたが、「民法」「区分所有

法罰則規定・判例」に関しては難問でした。「管理組合の会計」「維持保全等」「管理適正化法

等」に関しては解きやすかったと思われますが、「区分所有法」「マンション標準管理委託契

約書」「マンション標準管理規約（単棟型・団地型）」に関しては基本・応用問題・難問がバ

ランスよく配置されていたと思われます。また、問題形式では、問題配列に変更はなく、「組

合せ問題」が２問で、「個数問題」が１３問となりました。合格点は３６点となりました。

　管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登
録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。

１．管理業務主任者試験の内容

試験項目 試験内容 本書での呼称
（１）管理事務の委託契約

に関すること
民法（「契約」および契約の特別な類型
としての「委託契約」を締結する観点
から必要なもの）

民法・区分所有
法等

標準管理委託契約書（別表・コメント
含む）

管理委託契約書・
規約・会計・その
他関連知識

（２）管理組合の会計の収
入および支出の調定
ならびに出納に関す
ること

税務、管理組合の会計（貸借対照表・
仕訳）

管理委託契約書・
規約・会計・その
他関連知識

（３） 建物および附属施設の
維持および修繕に関す
る企画または実施の調
整に関すること

建築基準法、維持保全、消防法、長期
修繕計画作成ガイドライン（コメント
含む）、修繕積立金ガイドライン

マンションの維持・
保全等

（４）マンションの管理の
適正化の推進に関す
る法律に関すること

管理適正化法、基本方針（別紙二を含
む）

マンション管理適
正化法

（５）（１）から（４）に掲げる
もののほか、管理事務
の実施に関すること

民法、区分所有法（「判例」含む） 民法・区分所有法等
標準管理規約単棟・団地型、借地借家法、
個人情報保護法、賃貸住宅管理業法、
宅建業法

管理委託契約書・
規約・会計・その
他関連知識

分譲マンションの統計・データ等 マンションの維持・
保全等

２．試験実施時期 a 令和７年度は１２月７日（日）
３．受験料 a ８,９００円（令和７年度）
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❉ 本書の構成 ❉

　本テキストは各節ごとにＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎを設け、その節で何を学習するのかを把握し

たうえで、本文に入っていく構成になっています。また、重要語句はゴシック体（太字）

で、特に重要な語句は色ゴシック体で表記していますので、メリハリのきいた学習が可

能です。

Introduction❖ ❖

　これから学習する内容が明示されています。ここで何を学ぶのか、何に重点をおいて

学習したらよいのかを、自分ではっきりと確認して取り組んでください。

重要度 ●マ B ●主 特A
　各節の見出しに、両資格の重要度が示してありますので、学習する際の目安にしてく

ださい。マンション管理士を●マ、管理業務主任者を●主と表記しています。

特A a �最重要論点。毎年のように出題の対象となりますので、絶対にマスターし
てください。

A a �重要論点。ここはしっかりおさえておいてください。

B a �比較的重要論点。合格ラインをクリアするためには理解しておくべき論点
です。

C a  �重要度はそれほど高くありませんが、時間が許せば目を通しておきたい論
点です。

　なお、学習を進めるうえで、特に重要な論点となる箇所は、 のようにグレー

の“アミ”がかかっています。
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　本文の内容についての補足説明です。より細かな知識に触れています。特に重要な箇

所は、赤い“アミ”がかかっています。

ケーススタディ 00

　わかりづらい箇所は「事例」を使って具体的に解説してありますので、無理なく理解

することができます。

Step UpStep Up

　出題頻度はやや低いですが、知識の幅を広げたい方はぜひ一読してみてください。

理整
　各節の重要ポイントをまとめてあります。知識の再確認に使用してください。
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� 第１節　契　約

4

契　約第　　　節4第　　　節1
重要度 ●マ C ●主 B

Introduction❖ ❖

　まずは、契約の成立・効果、種類、分類について、言葉の意味を中心にお

さえておこう。

q 契約の成立・効果
　契約とは、簡単にいうと「約束」のことである。売買契約を例にとってみよう。

　Ａは区分所有する中古マンションを１，０００万円でＢに売る売買契約を締結した。

　これはＡを売主、Ｂを買主とする売買契約である。売買契約は、「買ってください」

という「申込み」と「買いましょう」という「承諾」（逆に、「売ってください」という「申

込み」と「売りましょう」という「承諾」）の２つが一致すること（合意）によって成

立する。つまり、契約は、原則として、「申込み」と「承諾」という当事者の意思表示

の合致によって成立する（５２２条１項）。また、契約書の作成は、契約の成立とは関係

がない（同２項）。

　ＡとＢがこの契約を締結することによって、ＡはＢに、区分所有するマンションを引

き渡さなければならず、他方、ＢはＡに、代金を支払わなければならなくなる。このよ

うにして、契約というものが成立すると、契約をした当事者（双方の者）間にいろいろ

な権利や義務が発生することになる。

　なお、契約の成立のためには、契約書の作成は不要であるが、後のトラブルを防止す

るために契約書を作成する場合が多い。契約書には印紙を貼り付ける等、費用がかかる

場合があり、このような費用は、当事者間で取り決めがない場合は双方が半分ずつ負担

する（５５８条）。契約によって、双方ともに利益を受けるのが通常だからである。

w 契約の種類
　民法で名称を定めている契約を「典型契約」という。その中でも、主なものは次のと

おりである。なお、典型契約に該当しない契約も、法令の制限内において、その内容を

自由に決定できる（５２１条２項）。
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契　約第　　　節4第　　　節1 契約の種類 内　　　容 分類・補足

売 買 契 約
財産権を相手方に移転することを約束し、相
手方がそれに代金を支払う契約

諾成、双務、有償契約

交 換 契 約 財産権を相互に交換する契約 諾成、双務、有償契約
贈 与 契 約 財産権を無償で与える契約 諾成、片務、無償契約

賃貸借契約
物を使用収益させることを約束し、相手方が
それに賃料を支払う契約

諾成、双務、有償契約

使用貸借契約
無償で使用収益をした後に返すということを
約束し、貸主から借りる物を受け取る契約

諾成、片務、無償契約

消費貸借契約
（書面でする
契約を除く）

種類、品質および数量の同じ物を返すことを
約束して、相手方より金銭その他の物を受け
取る契約。借主は、借りた物をいったん使っ
てしまい、それと同じ物を返す

要物、片務、原則無償
特約で有償

委 任
法律行為をすることを相手方に委託し、相手
方が承諾する契約

諾成、片務、原則無償
特約があれば有償で後
払い
　a この場合は双務

寄 託 保管することを約束して、物を受け取る契約

諾成、片務、原則無償
契約
特約で有償
　a この場合は双務

請 負
仕事を完成することを約束して、相手方がそ
の仕事の結果に対して報酬を与える契約

諾成、双務、有償契約

和 解
法律関係について存する紛争をその当事者が
互いに譲歩して解消することを目的とする契
約

諾成、双務、有償契約

雇 用
被用者が労務に服することを約し、使用者が
これに報酬を支払うことによって成立する契
約

諾成、双務、有償契約

組 合
数人の者が出資して共同事業を遂行すること
を約することによって成立する契約

諾成、双務、有償契約

e 契約の分類
１．諾成契約・要物契約

諾　成　契　約 要　物　契　約

内　容 当事者の合意だけで成立する契約
合意の他に物の引渡し等の行為がな
いと成立しない契約

【例】
売買契約・賃貸借契約等（ほとんど
の契約は諾成契約）

質権設定契約等
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２．双務契約・片務契約

双　務　契　約 片　務　契　約

内　容
契約の当事者双方がそれぞれ義務を
負う契約

契約の当事者の一方だけが義務を負
う契約

【例】
売買契約・賃貸借契約・請負契約�
等

贈与契約・使用貸借契約等

３．有償契約・無償契約

有　償　契　約 無　償　契　約

内　容
契約の内容に対価等の支払いのある
もの

契約の内容に対価等の支払いのない
もの

【例】
売買契約・賃貸借契約・請負契約�
等

贈与契約・使用貸借契約等

r 契約の無効・取消し
１．無効①・取消し②の意味

①�法律上、「無効」とは、その法律上の行為から、当事者の望んだ効果が生じな

いことを意味する。無効はだれでも主張できる。

�②�「取消し」とは、法律上、行為者に法律上の行為の効力を否定することを認め

るものである。これは、取り消すまで一応有効とされ、取り消してはじめて、

最初にさかのぼって無効とされる。主張できる者は限られており、放置してお

くと確定的に有効になる。また、追認によって確定的に有効とすることもできる。

２．公
こう

序
じょ

良
りょう

俗
ぞく

違
い

反
はん

の契約

　契約の内容が、公の秩序または善良なる風俗に反する契約は無効である（９０条）。こ

れは、社会的な妥当性がないからである。要するに、常識に反する契約の効力は認めな

いということである。

　また、この契約は絶対的な無効であり、善意※１の第三者※２にも対抗※３できる。
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� 第１節　契　約

※１�　善意：ある事実や事情を知らないこと。物にキズがあることを知らないで買った買主を「善意

の買主」という。

※２�　第三者：当事者以外の者。ただし当事者の包括承継人（相続人等）は該当しない。

※３�　対抗：自分の権利であること、自分のものであることを主張すること。

Step UpStep Up    申込み・承諾の効力等 �
１．申込みの効力
（１）申込みの効力の発生

　「申込み」は、その通知が相手方に到達することによって効力が生じ（「到達主義」

９７条１項）、申込みの効力が生じている間に「承諾」があると契約が成立する。承諾

があることによって契約を成立させることのできる申込みの効果のことを、承諾適格

という。

（２�）申込みの拘束力

①�　承諾期間を定めた場合（申込みの相手方が隔地者・対話者）

　�（ア�）たとえばＡに対して、Ｂが、「あなたのマンションを売ってくれませんか。

返事は今月末までにください。」という申込みをしたような場合である。この

場合、Ｂの申込みがＡに到達したときから今月末までが承諾期間となる。そし

て、この承諾期間内は、Ｂは撤回をする権利を留保した場合を除き、申込みを

撤回できない（５２３条１項）。

　�（イ�）期間内に承諾の通知を受けないと、申込みの効力が失われる（５２３条２�

項）。

②�　承諾期間を定めなかった場合（申込みの相手方が隔地者）

　�　申込者が、承諾の通知を受けるために通常要すると考えられる相当の期間を経

過するまでは、撤回をする権利を留保した場合を除き、申込みを撤回できない

（５２５条１項）。

③　承諾期間を定めなかった場合（申込みの相手方が対話者）

　（ア）対話が継続している間の申込みは、いつでも撤回できる（５２５条２項）。

　（イ�）対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、申込み

の効力が失われる。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わ

ない旨を表示したときは、申込みの効力は失われない（５２５条３項）。
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２．承諾の効力等
（１）承諾の効力の発生

　承諾は、申込みに対応してなされ、契約を成立させるためになされる意思表示である。

承諾としての効力を持つためには、申込みの効力が生じている間（申込みに承諾適格が

ある間）に行うことが必要である。そして、契約の成立は、承諾が申込者に「到達」し

た時に成立するが、承諾の意思表示が到達する前に申込みの撤回の意思表示が到達した

場合には、申込みは効力を失い、契約は成立しない。

（２）遅延した承諾の効力（５２４条）

　承諾期間を定めた場合、その期間内に到達しない承諾は効力を生じないが、申込者は、

遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。そして、さらにこれに対する承諾

があれば、契約は成立する。

（３）承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期（５２７条）

　申込者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合、承諾の

意思表示と認めるべき事実があった時に、契約は成立する。

�
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